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育児・介護休業法の改正 

～産後パパ育休制度の創設等～ 
 

弁護士弁護士弁護士弁護士    岩間岩間岩間岩間    紀樹紀樹紀樹紀樹        
 
1. はじめに 

 
近年、我が国の出生数は毎年減少を続けており、このような少子化の進行による人口

減は、市場規模の縮小、税収減による行政サービスの水準の低下など、社会経済に多大
な影響を及ぼします。 
 政府は、男女共に仕事と子育てを両立できる環境の整備の一環として、育児・介護

休業法（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（以
下「法」といいます。また、法施行規則を「規則」といいます。））等の改正を行いま
した。改正法の施行は、令和 4年 4月 1日から段階的に行われ、企業においても法改正
への対応が求められることとなります。 
 そこで、本稿では、主として事業主が留意すべき事項を中心に、改正の概要を説明

します。
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2. 育児休業制度に関する個別の周知・意思確認等（令和 4 年 4 月 1 日施行） 
 

（１）育児休業を取得しやすい雇用環境の整備 
令和 4年 10 月 1 日より、出生時育児休業（＝通称「産後パパ育休」）制度が創設され

る等（後記 3参照）、より柔軟に育休を取得することができるようになりますが、その
前段階として労働者から育児休業と出生時育児休業の申し出が円滑に行われるようにす
るため、事業主は以下のいずれかの措置1を講じる必要があります2（改正法 22 条 1 項、
改正規則 71 条 2）。 
①育児休業・出生時育児休業に関する研修の実施 
②育児休業・出生時育児休業に関する相談体制の整備等（相談窓口設置） 
③自社の労働者の育児休業・出生時育児休業取得事例の収集・提供 
④自社の労働者へ育児休業・出生時育児休業制度と育児休業取得促進に関する方針の
周知 

 
（２）妊娠・出産の申し出をした労働者に対する個別の周知・意思確認の措置 

事業主は、労働者が本人又は配偶者の妊娠又は出産等の事実を申し出たときは、育児休
業制度等に関する以下の事項の周知と、休業の取得意向の確認を、個別に行う必要があり
ます3（改正法 21 条 1 項、改正規則 69 条の 3）。 

①育児休業・出生時育児休業に関する制度 
②育児休業・出生時育児休業の申し出先 
③育児休業給付に関すること 
④労働者が育児休業・出生時育児休業期間について負担すべき社会保険料の取り扱い 

 
個別の周知及び取得意向の確認は、①面談、②書面の交付、③FAX または④電子メール

等の方法のいずれかによる必要がありますが、③FAX 及び④電子メール等の方法は、労働
者が希望する場合に限ります（改正規則 69条の 4）。 

また、休業の取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められないとされ
ています。 

 
（3）有期雇用労働者の育児休業取得要件の緩和 

現在の制度では、有期雇用労働者が育児休業を取得するためには、以下の要件を充たす
必要があります（5条 1項但し書き）。 

①当該事業主に引き続き雇用された期間が 1 年以上であること 
②子が 1 歳 6 か月に達する日までに労働契約が満了することが明らかでないこと 

改正法では、上記①の要件が撤廃され、②の要件のみとなります（改正法 5条 1項但し
書き）。但し、引き続き雇用された期間が 1年未満の労働者は労使協定の締結により除外
することが可能です。 

 
3. 出生時育児休業制度の創設・育児休業の分割取得（令和 4 年 10 月 1 日施行） 

 
現在の育児休業制度では、母・父について例えば以下の図のような取得が可能になって

います。 
 

1 ただし、複数の措置を講じることが望ましいとされています。 
2 出生時育児休業に関する雇用環境整備は、令和 4 年 10 月 1 日から対象となります。 
3 出生時育児休業に関する個別の周知・意思確認の措置は、令和 4 年 10 月 1 日から対象となりま
す。 
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令和 3年 10 月 1 日より施行される改正法では、出生時育児休業制度（産後パパ育休制

度）が新たに創設され、生後 8 週間以内に分割して 2回、8 週間経過後 1年以内に分割
して 2回まで、育児休業を取得することが可能になります4（改正法 5条 2項、9条の 2
第 2 項 1号）。 
また、1歳以降の育児休業の交代については、子の 1歳及び 1歳半到達時に夫婦のい

ずれかが育児休業を取得している必要がある点に変更はありませんが（改正法 5条 3
項、4項）、育児休業の開始日を、子の 1歳及び 1歳 6 か月到達時点に限定せず、交代
前の配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日に設定することが可能となりました
（改正法 5条 6項）。これにより、1歳～1歳半、1歳半～2歳の各期間の途中でも、夫
婦が育児休業を交代することが可能になります。 
なお、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業す

ることが可能となります。 
改正法の下では、例えば以下の図のような取得が可能になります。 
 

 
4 なお、現行法における、父が配偶者の出産後 8 週間以内に 1 度育休を取得していた場合に、1 歳に
なるまでの間に 2 回目の育休取得が可能であることについて、厚生労働省は「パパ休暇」と呼称して
いましたが、制度変更に伴いこの語も廃止されることになるものと思われます。 

産休(労基法 65 条) 

育休(法 5 条 1 項) 

育休(法 5 条 1 項) 育休(法 5 条 3 項) 

育休(法 5 条 1 項) 育休(法 5 条 4 項) 育休 

子が子が子が子が 1111 歳になるまでに、歳になるまでに、歳になるまでに、歳になるまでに、2222 回取得するこ回取得するこ回取得するこ回取得するこ
とはできないのが原則とはできないのが原則とはできないのが原則とはできないのが原則であるが（法 5 条
2 項）、生後生後生後生後 8888 週間以内に週間以内に週間以内に週間以内に 1111 度取得して度取得して度取得して度取得して
いた場合は、いた場合は、いた場合は、いた場合は、1111 歳になるまでに、歳になるまでに、歳になるまでに、歳になるまでに、2222 回目回目回目回目
の取得が可能の取得が可能の取得が可能の取得が可能である（同項括弧書き）。 

1111 歳になるまで歳になるまで歳になるまで歳になるまで
に、に、に、に、3333 回の取得は回の取得は回の取得は回の取得は
できないできないできないできない（法 5 条
2 項）。 

子の 1 歳、及び 1 歳 6 か月到達時に
夫婦のいずれかが育休を取得してい
る必要があり（法 5 条 3 項、4 項）、こ
の到達日の翌日を育休の開始予定日
としなければならない（法 5 条 6 項後
段）。 
したがって、1111 歳以降は、歳以降は、歳以降は、歳以降は、1111 歳及び歳及び歳及び歳及び 1111 歳歳歳歳
6666 か月到達時点でしか夫婦で育休のか月到達時点でしか夫婦で育休のか月到達時点でしか夫婦で育休のか月到達時点でしか夫婦で育休の
交代ができない交代ができない交代ができない交代ができない。 

保育所に入所できない場合等の育休 
(法 5 条 3 項、4 項、規則 6 条、6 条の 2) 

母
 
 
 
 

  
父

 

●現行制度 

育休(法 5 条 3 項) 

出生             8 週間                           1 歳             1 歳半             2 歳 
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 ●改正法（図中の「法」「規則」は改正後のものを表す。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
4. 育児休業等を理由とする不利益取り扱いの禁止・ハラスメント防止について 

 
現行法上、育児休業等の申し出・取得を理由に、事業主が解雇や退職強要、正社員から

パートへの契約変更等の不利益な取り扱いを行うことは禁止されていますが、今回の改正
で、妊娠・出産の申し出をしたこと、産後パパ育休の申し出・取得、産後パパ育休期間中
の就業を申し出・同意しなかったこと等を理由とする不利益な取り扱いも禁止されます。
また、事業主には、上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を講じることが義務付
けられています。 

 

5. 育児休業取得状況の公表の義務化（令和 5 年 4 月 1 日施行） 
 

常時雇用する労働者の数が 1000 人を超える事業主は、育児休業等の取得の状況を、毎年
少なくとも 1回、公表することが義務付けられるようになります（改正法 22 条の 2）。  
具体的な内容等は厚生労働省令で定めるものとされておりますが、現時点では定められ

ておらず、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」
を公表内容とすることが予定されています。 
 
6. 最後に 

 
今回の改正を踏まえ、既存の就業規則や労働契約の内容を確認する必要があり、場合に

よっては改定・変更を行う必要があります。対応にあたっては、弁護士等の専門家に相談
されることをおすすめします。 

 

出生                    8 週間                        1 歳            1 歳半         2 歳 

産休(労基法 65 条) 

出生時育休 
(法 9 条の 2) 

育休(法 5 条 1 項) 

生後生後生後生後 8888 週間以内に分割して週間以内に分割して週間以内に分割して週間以内に分割して 2222 回回回回
（改正法 5 条 2 項）、8888 週間経過週間経過週間経過週間経過
後後後後 1111 年以内に年以内に年以内に年以内に 2222 回まで回まで回まで回まで（改正法 9
条 2 第 2 項 1 号）、取得が可能と
なる。 
なお、出生時育児休業は 4 週間
以内の期間を定めて 1 度取得す
るか（同条 1 項本文）、合計 28 日
間以内の範囲で 2 度に分割して
取得する必要がある（同条 2 項 2
号）。 

1 歳到達時以降の育児休業につ
いては、配偶者の育児休業終了
予定日の翌日以前の日を開始日
とすることが可能となる（改正法
5 条 6 項）。 
したがって、1111 歳到達時以降も、歳到達時以降も、歳到達時以降も、歳到達時以降も、
夫婦が期間の途中で育休を交代夫婦が期間の途中で育休を交代夫婦が期間の途中で育休を交代夫婦が期間の途中で育休を交代
することが可能となる。することが可能となる。することが可能となる。することが可能となる。    

保育所に入所できない場合等の育休 
(法 5 条 3 項、4 項、規則 6 条、6 条の 2) 

母
 
 
 
 
 
父

 

出生時育休 
(法 9 条の 2) 

育休 
(法 5 条 1

育休 
(法 5 条 1

育休 
(法 5 条 3

育休 
(法 5 条 3

育休 
(法 5 条 4

期間内で交代せずに、夫婦の一
方が途中から育休を取得すること
も可能。 
なお、1 歳、及び 1 歳 6 か月到達
時に夫婦のいずれかが育休を取
得している必要がある点は変更が
ない（改正法 5 条 3 項、4 項）。 

育休 
(法 5 条 4
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●参照 URL 
厚生労働省 HP「育児・介護休業法が改正されました ～令和 4年 4月 1日から段階的に
施行～」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html 
 

本ニュースレターに関するお問合わせは、下記までご連絡ください。 
（E-mail: https://uryuitoga.com/form） 

以上 


